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「職場における積極的な検査等の実施手順」及び 

「職場における積極的な検査等の実施手順（第２版）」に関するＱ＆Ａについて 

 

 

平素は、当会の業務運営についてご高配賜り厚く御礼申し上げます。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策についてはご協力いただき誠にあり

がとうございます。 

 令和４年３月１６日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連

絡において、「一般の事業所においては、保健所等による一律の積極的疫学調査及び

濃厚接触者の特定・行動制限は必ずしも行う必要がない」とされたことに関連して、 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び内閣官房新型コロナウイル

ス感染症対策推進室より、以下２点について別添のとおりＱ＆Ａの提示と周知依頼が

あったことを受けて国土交通省より周知依頼がありました 

 

・ 事業者が購入した抗原定性検査キットを従業員に持ち帰らせ、当該従業員が在宅 

で検査を行う場合の考え方 

・ 全ての感染者に対する濃厚接触者の特定を含む積極的疫学調査を行わない自治体 

における、職場における積極的な検査等の考え方 

 

つきましては、貴会会員企業の皆様に対し、周知・ご協力方よろしくお願いいたし

ます。 

以 上 


